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１ 浩 さんは，第一次世界大戦の規模と被害について資料１にまとめました。
ひろし

資料１ 第一次世界大戦（１９１４年～１９１８年）の規模と被害

連合国 同盟国 計

兵 力 ４２１９万人 ２２８５万人 ６５０４万人

死 者 ８０５万人 ６６２万人 １４６７万人

負傷者 １２８１万人 ８４２万人 ２１２３万人

戦 費 １９３９億ﾄﾞﾙ ８６２億ﾄﾞﾙ ２８１９億ﾄﾞﾙ

参加国 ３２か国 ４か国 ３６か国

＊中立国の１８億 ﾄﾞﾙをふくむ

(1) 浩さんはまとめながら，第一次世界大戦の被害の大きさに驚きました。この大戦の被害が

大きかった理由を，資料１をもとに具体的に説明しなさい。

(2) 次に，第一次世界大戦後の世界の 資料２ 全人口に対する有権者の割合

変化についてまとめました。次のア

～エには誤りが１つあります。誤っ

ているものを選び記号で答えなさい。

ア 世界平和と国際協調をめざす国際

連盟が誕生した。

イ ドイツでは，繁栄が続き，国際的

な発言力が強まった。

ウ アジア・アフリカでは，民族の独

立をめざす運動が高まった。

エ ヨーロッパでは，労働者や大衆の

権利が認められるようになった。

(3) 浩さんは，「第一次世界大戦後の日本」について調べていく中で，デモクラシーの風潮が

高まり，国民の意見がこれまでより政治に反映されるようになっていったことがわかりまし

た。わかったことを資料２の中にある語句や数字を使い，説明しなさい。
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２ 香 さんは，第二次世界大戦前後の動きについて，カードＡ～Ｆと資料１の年表にまとめました。
かおり

(1) カードＡについて，アメリカから世界中に 資料１ 第二次世界大戦前後の動き

広がったこのような混乱を何とよびますか。

(2) 香さんは，資料１のアの期間の歴史の流

れを整理しています。カードＡ～Ｅの５枚を

年代の古い順にならべ，記号で答えなさい。

(3) 資料１の中の「国家総動員法」が公布さ

れた後，町中にカードＦのような標語が書

かれた看板が出されました。このころの

日本の様子について，「国民の生活」，「戦

争」の２つの語句を使って説明しなさい。

(4) 資料１の年表の（ イ ）は，現在，平

和，人権，環境，資源・エネルギーなど世

界のさまざまな問題に取り組んでいます。 資料２

（ イ ）にあてはまる機関名を答えなさ

い。

(5) 資料２は，１９４７年に当時の文部省が，

中学生向けにつくった憲法の教科書のさ

し絵です。第二次世界大戦後の日本は，

これからどのような国をめざそうとして

いるのでしょうか。さし絵を見て説明し

なさい。

年 出来事

１９２９

ア

１９３８ 国家総動員法が公布される

１９３９ 第二次世界大戦が始まる

１９４１ 太平洋戦争が始まる

１９４５ 広島・長崎に原爆が投下される

日本，ポツダム宣言を受諾

（ イ ）が発足する

カード Ａ

ニューヨークの株式市場で

の株価が暴落し，これをきっ

かけに銀行や工場がつぶれ，

失業者が町にあふれました。

カード Ｂ

陸軍の青年将校が，新しい

国づくりをめざして政治改革

をしようと，首相官邸や警視

庁などを襲いました。

カード Ｃ

総理大臣の犬養毅が，海軍

将校たちによって暗殺されま

した。翌年，日本は，国際連

盟を脱退しました。

カード Ｄ

盧溝橋（ろこうきょう）で

日中両国軍が武力衝突し，日

中戦争が始まり，日中両国が

総力をあげて戦う全面戦争に

発展しました。

カード Ｅ

満州に駐留していた関東軍は，

奉天付近の柳条湖（りゅうじょう

こ）で南満州鉄道の線路を爆破し，

これを中国の仕業であるとして攻

撃を始めました。

カード Ｆ

ほしがりません勝つまでは

ぜいたくは敵だ

ガソリンの一滴は血の一滴
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３ 浩さんは，次の資料１～３を使って「日本の人口の変化」について調べています。

資料１ 日本における高齢者の割合と出生率の変化

(1) 浩さんは，資料１から，日本の人口

構成の変化に気づきました。どのよう

な変化に気づいたのでしょうか。説明

しなさい。

(2) 浩さんは，(1)の気づきから，将来

の日本の課題について予測し，資料を

集めました。あなたは，どのようなこ

とを予測しますか。資料２と資料３をも

とに答えなさい。 （「総務省統計局ＨＰ」から作成）

資料２ わが国の社会保障給付費の推移

（千億円）

（「日本国勢図会2010/2011」から作成）

資料３ 労働力人口の推移(予想を含む)

(万人)

（「厚生労働省ＨＰ」から作成）
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４ 浩さんの学校では，校内の合唱コンクールについての話し合いが進められています。

浩さんと香さんの学校では，校内の合唱コンクールが近づきました。本番に向け，体育館の

ステージを使って練習をしたいという生徒たちの声があがりました。そこで，全１２クラスの

音楽係が集まって話し合いをしました。この話し合いには，日ごろ，体育館を使っているバス

ケットボール部とバレーボール部の部長も参加しました。

その結果，次のことが多数決で決まりました。

＜話し合いの結果＞

① 昼休みと放課後の２０分間，体育館を校内合唱コンクールの練習に使用する。

② コンクールまでの６日間，各クラスに，昼休み１回と放課後１回の練習日を割り当てる。

＜ルールを守りましょう＞

(1) 下線部「多数決で決まりました。」とありますが，多数決で決定する場合，どのようなこ

とに注意しなければいけませんか。説明しなさい。

(2) さらに話し合いが行われ，昼休みと放課後の１回ずつ，各クラスに体育館での練習が割り

当てられました。また，体育館使用にあたって，トラブルを防ぐために，「ルール」もつく

りました。あなたなら，どのような「ルール」を考えますか。

(3) みんなが納得するための解決策かどうかを判断する，代表的な考え方に「効率」と「公正」

の２つがあります。話し合いで決まった①と②は，どういう点で「公正」といえますか。

資料１を参考にして，説明しなさい。

資料１

○「効率」・・・お金，もの，労力などを無駄のないように使うということ。

○「公正」・・・一人一人の考えや，置かれている状況に目を向け，特定の人が不当にあつか

われないようにすること。
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５ 香さんと浩さんは，日本とアメリカ合衆国の政治を比較しながら，政治の学習のまとめを行

いました。

資料２ 授業中に調べ，まとめた資料

香 「今年はアメリカ合衆国大統領選挙の年よね。大統領選挙について，アメリカ各地

の選挙活動がニュースに出ていたね。」

浩 「選挙といえば，アメリカの大統領と，日本の内閣総理大臣の選び方は全然違うこ

とがわかったんだ。その違いについて説明するね。（ ａ ）」

香 「日本とアメリカの政治のしくみでは，似ている点もあるよ。両国とも二院制をと

っているところや，国会議員や連邦議員が国民の選挙で選ばれるところだよ。

でも，大きく違うところを資料２

にまとめてみたよ。日本の政治の

しくみだよ。」

浩 「図で示すと整理されてわかりや

すいね。でもその図には間違いが

あるよ。」

香 「ほんとだ。教えてくれてありがとう。」

資料１ 三権分立のまとめ

国 会

内閣総理 ④最高裁判所

大臣の指名 ③違憲立法 長官の指名

審査

①行政訴訟に関する違憲審査

内 閣 裁判所

②裁判官の弾劾裁判

Ａ

最高裁判所

上告 上告 上告

高等裁判所

控訴 控訴 控訴

家庭裁判所 地方裁判所 簡易裁判所

※刑事裁判の場合

Ｂ
国会 内閣

内閣信任・
不信任決議 内閣

衆 総理大臣
国 議

衆議院の解散
選

院

挙 内閣総理大臣
参 の指名

民 議
院 連帯責任 国務大臣

Ｃ

通常国会 毎年１回，１月中に開かれる。

臨時国会 内閣が必要と認めたとき，またはいず

れかの議院の総議員の 4 分の 1 以上の

要求があった場合に開かれる。

特別国会 総選挙の日から 30 日以内に開かれる。

参議院の 衆議院の解散中に必要があるときに開

緊急集会 かれる。

Ｄ
大統領府

選挙

大統領
国 連邦議会

大統領の
弾劾

上院
民 教書送付 各省の

法案拒否 長官
下院

大統領には議会の解散権なし

大 統 領
選 挙 人
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(1) 会話文中の（ a ）について，日本の内閣総理大臣の選出について，アメリカ合衆国との違

いを明らかにして，次の文章に続くように（ ）にあてはまる説明を書きなさい。

「アメリカ合衆国では，国民が候補者に直接投票し，その得票数によって決まる大統領選

挙人の数で大統領が決まります。日本では，（ ）」

(2) 資料１ 三権分立のまとめの中で，間違いを指摘された番号は，何番ですか。①～④の番

号から２つ選び，記号で答えなさい。

(3) 資料１に示したように，国の権力は，立法，行政，司法の三権に分けられ，それぞれ独立

した機関となっています。なぜ，このような方法がとられているのか，説明しなさい。

(4) アメリカ合衆国と日本では，議会の解散についても違いがあるようです。そこで，下のよ

うな衆議院の解散に関する新聞の見出しを集めました。ア～エの見出しを出来事が早い順

に並べ，記号で答えなさい。

(5) 下の①～④の説明の根拠としてあてはまる資料を，資料２のＡ～Ｄから選び，記号で答え

なさい。なお，根拠となる資料がない場合は，×を記入しなさい。根拠となる資料が２つあ

る場合は，２つとも書きなさい。

① 間違った罪で自由を奪われたりすることがないように，慎重に裁判を受けるしくみにな

っている。

② 衆議院議員に立候補できるのは２５歳以上で，参議院議員に立候補できるのは３０歳以

上である。

③ 国会は，国権の最高機関であり，審議する内容等によって４つの種類がある。

④ 日本の国会は衆議院と参議院の二院制で，アメリカ合衆国の連邦議会は上院と下院の二

院制である。

ウ 衆議院解散が決定 エ 今日，内閣総理大臣指名へ

ア 総選挙速報！ イ 内閣不信任案が可決
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６ 香さんは，日本国憲法について調べ，班の友達と分担して次の資料１，２のようにまとめて

います。そのなかで，「憲法や法律と身の回りの生活とのつながりがよく分からない。」という

課題が出されたため，身の回りの生活と結びつけて考えようとしています。

資料１ 香さんが作った日本国憲法の条文カード（抜粋）

資料２ 基本的人権の分類

第

条
14

す
べ
て
国
民
は
、
法
の
下

に
平
等
で
あ
っ
て
、
人
種
、

信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分

又
は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、

も

ん

ち

経
済
的
又
は
社
会
的
関
係

に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
な
い
。

第

条
19

思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、

こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

お

か

第

条
25

す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で

文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活

を
営
む
権
利
を
有
す
る
。

第

条
26

す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
能
力
に
応
じ
て
、
ひ
と
し

く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有

す
る
。

第

条
22

何
人
も
、
公
共
の
福
祉
に

反
し
な
い
限
り
、
居
住
、
移

転
及
び
職
業
選
択
の
自
由
を
有

す
る
。

基本的人権

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

自由権 平等権 社会権 人権を守るための権利

第

条
11

国
民
は
、
す
べ
て
の
基
本

的
人
権
の
享
有
を
妨
げ
ら
れ

き
ょ
う

ゆ

う

な
い
。
こ
の
憲
法
が
国
民
に

保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、

侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久

の
権
利
と
し
て
、
現
在
及
び

将
来
の
国
民
に
与
え
ら
れ
る
。
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(1) 資料１の日本国憲法の条文カードから，資料２のＣ（社会権）にあてはまる条文を２つ選

び，何条か答えなさい。

(2) 資料３は，班の話し合いでの発言です。それぞれの班員の発言は，資料２のＡ～Ｄのどの権

利と関係がありますか。１つずつ選び，記号で答えなさい。

資料３ 具体的な事例

① 病気のために仕事ができなくなったり，高齢になって仕事を
やめたりして収入が少なくなったら困るよね。そのようなとき
でも，生活に必要な費用を支給してもらうことが保障されてい
ることが分かったよ。

② 育児をするために休業する場合，父親でも母親でもどちらで
も育児休業をとることができるように保障されていることが分
かったよ。

③ 政治が国民の意思にもとづいて民主的に行われるために，選
挙で国民の代表を選んだり，自ら立候補する権利などが認めら
れているよ。
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これで，問題は終わりです。


